令和８年介護サービス事業者集団指導
｢運営指導における主な指導事項｣ナレーション原稿
サービス名：「特定施設入居者生活介護」

第１スライド
　｢特定施設入居者生活介護｣事業所の皆様こんにちは。埼玉県福祉監査課です。皆様方におかれましては、日ごろの介護サービスのご提供、並びに運営指導へのご協力、誠にありがとうございます。
　この運営指導ですが、介護サービス事業者等の育成、支援を目的として行っており、いわゆる｢監査｣とは異なるものです。埼玉県内の介護サービスの向上のため、事業者の皆様には、今後ともご協力をお願いいたします。
　さて、これからご説明する、｢主な指導事項｣は運営指導を行った際に比較的多く見受けられた問題点、指導事項です。これらの問題点について具体的に詳しく見ていきます。
　それでは、始めます。

第２スライド
まず「人員に関する基準」についてです。
ある施設で生活相談員が常勤換算で１人以上配置されていない期間がありました。入居者への対応に影響が生じる恐れがあるので必ず配置してください。
また、人員基準で必要な機能訓練指導員が配置されていない施設がありました。入居者への対応に影響が生じる恐れがあるので速やかに配置するよう指導しました。
　いわゆる「人員欠如減算」に該当するかどうかにかかわらず、「人員に関する基準」で置くべきとされている各従業者の員数等は、必ず基準を満たすよう注意してください。

第３スライド
次に「サービス提供の記録」についてです。
週２回以上の入浴が確認できない事例が散見されました。基本的な介護サービスは確実に実施し、提供したサービスを記録してください。
次に、入浴が中止となった理由や清拭等の代替措置の記録を確認できない事例がありました。提供したサービス内容等は適切に記録してください。
年末・年始等の休暇中に施設都合で入浴を中止する、中止の代替措置で清拭を行うことは高齢者虐待の「ネグレクト」に該当する場合があります。法令遵守の意識を失うことがないようお願いします。

第４スライド
次に「身体的拘束等の適正化」です。
第１に、身体的拘束等適正化検討委員会は３月に１回以上開催してください。
第２に、委員会の結果は、すべての介護職員その他の従業者に周知徹底を図ってください。
第３に、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を年２回以上定期的に実施したことを明確に記録してください。
第４に、継続している身体的拘束等はその必要性について拘束の三要件である切迫性、非代替性、一時性を踏まえて、他の方法等を含め十分検討を行ってください。また解除への具体的取組についても明確に記録してください。
第５に、新規採用職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を実施し、明確に記録してください。
第６に、すべての介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を年２回以上定期的に実施したことを明確に記録してください。
なお、「身体的拘束等の適正化」を含め、基準省令上開催が義務付けられている各委員会の結果や事故報告及びその改善策については、従業者に「周知徹底を図ること」が基準省令で定められています。
運営指導では職員への周知が不十分と思われる事例が散見されましたので、注意してください。

第５スライド
次に「高齢者虐待の防止」です。
すべての従業者に対し、虐待の防止のための研修を年２回以上実施したことを明確に記録してください。
また、新規採用職員に対し、高齢者虐待の防止のための研修を実施し、明確に記録してください。
なお、基準省令第１９２条により準用される第３７条の２に係る措置を１つでも講じられていないと減算になるので注意してください。

第６スライド
次に「緊急時等の対応」です。
緊急時対応マニュアルは、法令を遵守して内容の見直しを行い、全ての職員に周知徹底してください。
また、介護職員に対し、医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条で医行為とされる行為を行わないことを周知徹底してください。
なお、利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めてください。

第７スライド
　次に「非常災害対策」です。
　第1に、防災訓練は年２回実施しそのうち１回は夜間想定としてください。	
第２に、防災訓練実施後は報告書にまとめて、参加できなかった職員に周知してください。
第３に、消防設備点検は年２回実施してください。
第４に、非常災害物資として非常用食料は、３日分の備蓄に努めてください。
第５に、非常災害物資として飲料水については、1人当たり1日３ℓを３日分程度の備蓄に努めてください。
第６に、非常災害に関する具体的計画を策定し、従業者への周知と訓練を十分に行ってください。
続いて、施設が浸水想定区域に立地する場合について、水防法に基づく避難確保計画を作成し、従業者への周知と訓練を行ってください。また、避難確保計画に基づく訓練を年１回実施し市町村に報告してください。訓練の結果を市町村に報告することは水防法第15条の3第5項により義務付けられています。

第８スライド
　次に「衛生管理等」です。
感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ってください。
続いて、すべての従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年２回以上定期的に実施し、明確に記録してください。
また、新規採用職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修を実施し、明確に記録してください。

第９スライド
次に「勤務体制の確保等」です。
　医療・福祉関係の資格を有さない職員に対し、認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じてください。令和６年４月１日から義務化されています。
　なお、国の報酬改定に係るQ＆Aでは、採用後１年間の猶予期間があります。

第１０スライド
　次に「特定施設サービス計画の作成」です。
計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成・変更のために事業所の他の従業者と協議したときは、その記録を明確に残してください。
　また、特定施設サービス計画について、家族等の同意が遅れているものが散見されました。あらかじめ電話等で同意を得ている場合は、その旨を記載してください。
なお、特定施設サービス計画の見直し前には、適切に解決すべき課題をモニタリングにより把握し、明確に記録してください。

第１１スライド
　次に「BCP、業務継続計画の策定等」です。
　すべての従業者に対し、業務継続計画に係る研修及び訓練を年２回以上定期的に実施し、明確に記録してください。
　また、新規採用職員に対し、業務継続計画に係る研修を実施し、明確に記録してください。

第１２スライド
　次に、「秘密保持等」です。
　従業者であった者が、従業者でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じてください。

第１３スライド
　次に、「事故発生時の対応」です。
　骨折等で医療機関を受診又は入院した事故が発生した時は、危機管理マニュアルに従い、市町村及び県福祉事務所にも事故報告等を提出してください。

第１４スライド
次に、「個別機能訓練加算１」です。
　この加算の算定について、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等が１名以上配置されていない事例がありました。
加算要件を満たしていないため、自主点検を行い、県福祉事務所に体制届を提出するとともに、返還期間及び返還方法等について保険者と協議の上、保険者の指示に従い過誤調整等により返還の手続きをとるよう指導しました。

第１５スライド
次に、「個別機能訓練加算２」です。
　個別機能訓練計画について、事業所の従業者が共同して作成したときは、その記録を明確に残してください。
　また、個別機能訓練計画について、家族等の同意が遅れているものがありました。あらかじめ電話等で同意を得ている場合は、その旨を記載してください。

第１６スライド
次に、「若年性認知症入居者受入加算」です。
受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を明確にするようにしてください。

第１７スライド(最終スライド)
　最後に「看取り介護加算」です。
　医師が回復の見込みがないと診断したことを明確に記録して下さい。

　以上が、運営指導における主な指導事項です。皆様振り返っていかがでしょうか？ご自身の事業所に該当する項目はありませんでしたか？もし、該当する項目があれば、改善をお願いします。
　
　動画はこれで終了となります。ご覧いただいた内容を参考にしていただき、今後も適切な事業所運営をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。
